
 

障害者福祉施設・事業所向け 

「障害者虐待防止法」公開研修のお知らせ 
 

 

 平成 24年 10月に施行となる障害者虐待防止法では、障害者福祉施設・事業所が従事者に対する

研修を講じることが明記されています。今回、北区社会福祉協議会では区内の障害者施設、事業所

従事者に対して同法に関する公開研修を開催いたします。 

同法に詳しい弁護士を講師に迎え、法律の理念やポイント、事業所の責任などについて学びます。

地域で同様の研修が行われる貴重な機会となりますので各事業所の従事者のみなさんにぜひともご

参加いただければと存じます。同じ内容の研修を２回開催いたしますので、ご都合のつく日程でお

申し込み下さい。 

 

■日 程  同じ内容で２回開催しますので都合の良い日程でお申し込み下さい 

第１回 9 月 18 日（火）午後 2時～4時 30分（北とぴあ 14階 ペガサスホール） 

第２回 10 月 5 日（金）午後 2時～4時 30分（北とぴあ 7階 第 2研修室） 

■講 師   弁護士 関哉 直人 氏 

第二東京弁護士会所属。子どもの権利に関する委員会、人権擁護委員会、日弁連障害

のある人に対する差別を禁止する法律に関する特別部会所属 

 ■対 象   北区内の障害者福祉施設・事業所の従事者 

■費 用   無料 

 ■定 員   各回 100名（申込多数の場合は調整させていただくことがあります） 

 ■申込み   下記に必要事項をご記入の上、FAXにてお申し込み下さい。 

        送信先：北区社会福祉協議会 FAX ０３（３９０５）４６５３ 

           申込み締切日  ８月３１日（金） 

 

   ○施設・事業所名：                            

○担当者：          ○電話：                  

 参加者氏名 参加希望日 

１  □9/18   □10/5 

２  □9/18   □10/5 

３  □9/18   □10/5 

４  □9/18   □10/5 

５  □9/18   □10/5 

６  □9/18   □10/5 

■主催・お問い合わせ 

   北区社会福祉協議会  電話０３（３９０８）７２８０ （担当：小原）権利擁護センター内 


